
菊地健太郎質問

　皆さんおはようございます。昨年５月に山形市議会議員を拝命し，１年が過ぎました。

まだまだふなれですが，今回諸先輩方の前座を務めさせていただく菊地健太郎です。

　この１年余り，議員の皆様，そしてまた，職員の方々には大変お世話になり感謝申し上

げます。そして今回，３度目となる一般質問の機会を与えていただいたことに対し，重ね

て御礼申し上げます。

　さて，昨今の原油高，そして，金属や穀物の高騰は市民生活全般に影響を及ぼしつつあ

ります。これらの高騰は，中国やインドなどの新興国の需要の増加なども原因ですが，昨

年来騒がれているアメリカのサブプライムローン問題を端に，証券市場から商品相場へと

流れた投機マネーに一番の原因があるように思われます。さらに，グローバリゼーション

が拍車をかけているようです。

　株主優先，お金がお金を生むといった，いわば，マネーゲーム化したアメリカ型の金融

資本主義では，この先世界経済は次々と問題を抱えるものになろうかと思います。

　ちなみに，日本の金融資産の３割，約４００兆円以上がそのアメリカの債権・証券市場，

そして，商品相場に流れているとの話もあります。いわば，日本は自分で自分の首を絞め

ているようなものでもあります。今こそ，新たな世界秩序が望まれます。

　一昔前まで，日本の企業の多くは事業を通しての社会貢献，そして，社会全体の幸福に

つなげるといった理念のもとに経営されておりました。また，太古より自然と共生しなが

ら生活するこの地域で，さらに国内において自給自足し，循環型社会を営んできたこの日

本から新たな地域主体の国づくり，そして新しい社会システムを構築し，世界に発信して

いくべきと考えます。国が動くのを待っているのではなく，今こそ，地方からその役割を

果たすべく，着実に動いていかなければならないものと思います。

　冒頭に大変大げさなことを述べさせていただき，それでは通告に従って質問させていた

だきます。

　地域の活力・元気を取り戻すために，また，農村部と連携したコンパクトシティづくり，

循環型社会構築のためにも本市中心市街地の活性化は急務でありますが，まず初めに，中

心市街地活性化基本計画についてお伺いしたいと存じます。

　本市では，昨年度中の申請を目指し，中心市街地活性化基本計画を策定してまいりまし

た。しかし，残念ながら昨年度中の申請はできませんでした。

　さらに，これまで内閣府では随時申請を受け付けていたのですが，今年度から春と秋の

年２回に限定することになりました。そこで本市ではこの春，５月の受け付けに間に合わ

せるべく，急ぎ，策定作業を進めました。しかし，残念ながら今回，本市の基本計画は受

理されませんでした。

　内閣府の指摘としては，山形まるごと館のマーケティングリサーチ不足や各種事業の関

連性が弱い点，そして，回遊性向上策の脆弱さなどが挙げられております。



　今回，内閣府から中心市街地活性化基本計画の申請を受理された都市は，全国で２０都

市，２１件に上ると聞いております。現在，全国で３２都市が既に認定を受けております

が，今回受理されたこれら２０都市が認定されますと，５２都市，５３件となります。

　ちなみに今回，東北では弘前市，秋田市，盛岡市，そして６月１０日，遅れて受理され

た八戸市，そして，本県からは鶴岡市が受理されたとのことです。また，政令指定都市で

あるお隣の仙台市でも認定に向けての動きがあるとの話も聞いております。

　内閣府の認定作業は，いわゆる選択と集中が基本となっており，認定される数には限り

があると聞いております。

　本市においても，内閣府から再検討を求められた点を早急に改善し，秋の申請で確実に

受理されるように策定作業を進めていかなければならないと思います。

　昨年，６月定例会で，私は関係部局による横断的な庁内組織体制が必要であるというこ

とを御指摘申し上げ，中心市街地活性化基本計画策定の見通しについてお聞きしましたが，

その際，市長からは横断的に積極的に取り組んでまいりたい，との答弁をいただきました。

　しかしながら，その後の経緯，そして，今回受理されなかったという結果を見ますと，

果たして，横断的な庁内組織というものが機能していたのか疑問に思います。私の目には，

担当する商工課の職員が孤軍奮闘しているように映りました。商工課の皆さん，御苦労様

でした。

　そこで，残された時間もない，この秋の申請受理に向けて，どのような組織体制で策定

作業に臨まれるのか，再度質問させていただきたいと思います。

　また，中心市街地活性化基本計画が国に受理されなかったその背景には，それぞれの事

業が連携しておらず一貫性がない，インパクトに乏しい，山形らしさとは何かが見えてこ

ないという要因があったと聞いております。

　この山形らしさという言葉ですが，私の理解力不足かも知れませんが，山形市第７次総

合計画の中で言われている山形らしさの説明を読んでも，ほかの都市にも当てはまるよう

な内容であり，余りにも漠然としているような感じがします。他人に山形らしさとは何で

すかと聞かれても，簡潔に説明することが難しいと思います。

　恐らく，この山形に生まれ育った人間，また，現在山形に生活している人間であれば，

漠然とそのイメージを持つことは可能かと思います。しかし，そのイメージは市民一人一

人違ったものであると思います。その山形らしさという言葉が，今回の中心市街地活性化

基本計画でも随所に使われております。果たして山形らしさといっても，内閣府の中心市

街地活性化担当室の方が容易に理解できたとは思えません。

　山形といえば何々というような，よりシンボリックで簡潔に言い表せる山形らしさがあ

れば，それぞれの事業ももっと目的が明確となった上，お互いが連携した取り組みとなっ

て，中心市街地活性化基本計画の基礎となるものと思います。

　また，中心市街地活性化基本計画を進めるには，既に認定を受けた都市においてそうで

あるように，市長の強力なリーダーシップが必要であると思います。そこで市長の考える



山形らしさとは何かを，簡潔にお答えいただければと思います。

　次に，自転車の歩道通行のマナーと自転車専用レーンの整備についてお尋ねいたします。

　この６月から改正された道路交通法では，自転車に関する内容が３０年ぶりに変わりま

した。この改正で，今までも自転車は歩道を走ってはいけなかったのだ，ということを初

めてお知りになった方もいらっしゃるようです。この機会に，自転車の歩道通行に関する

ことや傘を差しながらの運転，そして，携帯電話使用の片手運転など，自転車通行のマナ

ーを徹底させてはと思いますが，いかがでしょうか。

　さて，現在でも七日町大通りなど，人通りの多い歩道では，スピードを出した自転車と

歩行者の接触事故がよく見受けられます。七日町大通りには自転車レーンはあるのですが，

駐停車する車両などで，実際には自転車専用レーンとしては機能しておりません。

　徒歩と同じエネルギーの４倍から５倍のエネルギー効率をもたらし，人の力だけで動く，

地球に優しい交通手段である自転車は，地球温暖化防止のため，もっと多くの市民が活用

すべきであり，そのため本市としても，自転車で住みよいまちづくりをもっと進めるべき

だと思います。

　市民がより安全に自転車を活用できるように，自転車専用レーンを整備すべきと思いま

すがいかがでしょうか。ちなみに，山形市の多数の職員の方々も，また，私の敬愛する長

谷川幸司議員を初め，複数の議員の方々も健康によい，環境によいということで，この庁

舎へ自転車で通っております。ちなみに，私も今日は自転車でまいりました。また，昨年

６月の定例会でも，公共交通の整備充実について質問させていただきましたが，市長から

は公共交通利用促進・政策関連事業調整会議を開き，調整を進めるとのお答えをいただき

ました。

　しかし，残念ながら１年たっても，余りその動きは見えてきておりません。郊外との連

携を図るコンパクトシティを目指すのであれば，公共交通の充実は欠かせません。

　さらに，個人的には中心市街地活性化基本計画には，公共交通の整備充実は必須である

と思います。

　そこで，バスなどの公共交通機関の整備充実が難しいのであれば，ぜひ，市街地の移動

手段の中心を自転車とした政策を展開するべきだと思います。また，市街地に自転車専用

レーンや自転車が走りやすい道路が増えれば，市民の安全確保はもとより，レンタサイク

ル事業の拡充を図ることにより，自転車を活用し回遊する観光客も増え，大きな経済効果

を生むことができると思います。これらも含めてお考えいただければと思います。

　中心市街地活性化基本計画に自転車通行環境整備事業が入っていますが，中心部だけで

はなく，市街地にある名所旧跡を網羅し，中心部から半径３キロメートルまでを含んだ市

街地に整備すべきだと思うのですが，いかがでしょうか。

　ちなみに，本市の友好姉妹都市であるコロラド州ボルダー市は，アムステルダムやコペ

ンハーゲン，ポートランドと並んで，世界中で最も自転車に優しいまちとして有名であり

ます。



　さらに，環境に優しい新たな交通システムとして，ベロタクシー，すなわち，電動アシ

スト付自転車タクシーがあります。これが今，全国的に注目されております。買い物をし

て荷物を持った高齢者など，さまざまな年代の方々も気軽に利用でき，また，観光客の交

通手段としても大変有効であるようです。本市としても，環境に配慮した住みよいまちづ

くりと観光客誘致のため，自転車専用レーンの整備とともに，このベロタクシー導入への

支援を行ってみてはいかがでしょうか。

　次に，新工業団地についてお尋ねいたします。

　新工業団地の造成について，現在，候補地の調査・選定を行っていると聞いております

が，本市は市街地周辺部のほとんどが優良農地であるという状況にあります。当然，土地

の取得価格，そして，造成費用も高いものとなり，ほかの都市の工業団地と比較し，分譲

価格の面でも企業誘致は非常に厳しいものと思えます。一方，高速道路のインターチェン

ジからわずか５分の場所にあるお隣，中山町のなかやま西部工業団地は分譲中ですが，企

業立地が進んでいない状況で５．６ヘクタールがあいたままです。山形市内で新たに工業

団地を開発する前に，将来の合併を見据えて，まず中山町と連携して，なかやま西部工業

団地への企業誘致を行ってはどうかと思います。

　昨年，９月定例会において，広域合併についてはまずは連携を強める，との答弁をいた

だいたと記憶しております。私には，その後，本市として周辺市町と連携を強める動きが

あったとは思えません。広域合併に前向きに取り組む気があるのであれば，ぜひ，この連

携を進めるべきであると思いますが，いかがでしょうか。

　次に，山形市内のスポーツ施設についてお尋ねします。

　山形市スポーツ振興計画では，競技スポーツの振興において全国・国際的なスポーツイ

ベントを招致し，競技スポーツの啓発に努め，意識の高揚を図ります，とあります。しか

し，現在，陸上競技において第２種以上の競技場はなく，大きな大会は開催できません。

さらに，目下６連勝中のＪリーグ，Ｊ２，２位，Ｊ１への自動昇格の位置にいるモンテデ

ィオ山形も，Ｊリーグの試合は山形市内で行えない状況にあります。陸上競技に関しては，

明日，私の敬愛する鈴木善太郎先輩が質問されることと思いますので，私は遠慮させてい

ただきます。

　さて，現在，天童市で行われているモンテディオ山形の試合を山形市内で行った場合は，

より多くの観客動員が見込まれ，何倍もの経済効果が期待できることは過去に石沢議員初

め，先輩議員が述べられております。さらに，来季，もしＪ１に昇格すれば，その波及効

果ははかり知れないものがあります。

　本市でＪリーグの開催を実現するためには，既存のスポーツ施設を有効に活用すべきだ

と思います。特に，山形県あかねヶ丘陸上競技場は山形駅からも近く，徒歩圏内であり，

市内の中・高生が自転車で行くこともできる，大変便利な場所だと思います。そこで，こ

のあかねヶ丘競技場を県から市が無償で借り受けるなどの協議をした上，市が管理し，大

会開催の可能な陸上競技場及びＪリーグ開催可能なサッカー競技場として改修すべきだと



考えますが，いかがでしょうか。

　ちなみに，昨年度のＪリーグの調査によりますと，現在，モンテディオ山形の試合が行

われているＮＤソフトスタジアム山形の観戦者の３５．５％が山形市から，天童市からは

１２．５％，そして，３番目に多い米沢市からは４．８％です。１時間以上の移動時間で

来た観客数は２６．６％となっております。しかも，大多数の方が自家用自動車で来てい

るとのことです。

　全試合とは申しませんが，年に数回でも山形市内で試合を行うことにより，ＣＯ２の削

減にもつながり，また，１時間以上の移動時間の観戦者，そして，山形市内からの観戦者，

あわせて６２．１％の方々への利便性を図ることができると思います。また，山形市内で

開催する方が，より大きな経済波及効果を生むものと思いますが，いかがでしょうか。

　次に，行財政改革についてお尋ねいたします。

　本市では行財政改革のもとに，さまざまなコストダウンが図られています。しかし，業

務委託契約などの際に，コスト面だけに特化した内容にはなっていないのか心配です。山

形テルサの飲食店や暮らしのガイドの発行など，結果としては県外の業者と契約を結んで

いるケースが多々見られるようです。これでは本市への税収の増加にはつながらない上，

山形市内の企業の育成が図られず，結果として，地域の中でお金が循環しないことになる

のではないかと思います。

　行政がコスト意識を持つことは大変よいことですが，何でもコストを下げればよいとい

うことはないと思います。業務委託等を行う際に，可能な限り，山形市内の業者を選定す

べきと考えますが，いかがでしょうか。

　次に，昨年度から，本市でも能力評価・能力開発制度が実施されているようです。その

内容を拝見しますと，民間企業各社で２０年ほど前に導入された職能資格人事制度とよく

似ているとの感想を持ちました。ただし，職能資格人事制度は，中長期計画経営計画に連

動させ，目指す社員像をすべての部署からの参加でつくり上げ，さらに，その考課によっ

て賃金や昇進，教育などに反映させるものでした。

　本市の能力評価・能力開発制度でも，やはり，目指す職員像というものが掲げられてい

ます。しかし，この目指す職員像には山形市らしさを見出すことができなく，また，職員

一人一人の意見を酌み取ってつくられたものなのか，さらに，職員にきちんと理解されて

いるのか疑問があります。

　評価面談等も日常の業務に追われて，中身のないものになっていないか心配です。また，

業務多忙の部署では，完璧に全員の面談を実現するのは困難だとの声も聞きます。せっか

く目指すものを決めたのならば，形だけでなく，きちんと浸透させるべきであると思うの

ですが，いかがでしょうか。

　また，民間企業では，このような制度は賃金や昇進に反映されますが，公務員の場合は

どのように反映させられるのか，お伺いしたいと思います。ボーナスに反映させるなどの

目に見える制度にすることによって，職員のやる気とさらなる能力開発につながると思う



のですが，いかがでしょうか。

　そして次に，一般住宅への火災報知器設置義務についてお尋ねいたします。

　平成１８年６月から新築住宅へ火災報知器の設置が義務づけられ，既存住宅についても，

平成２３年６月１日から設置が義務づけられました。しかし，義務づけられている設置場

所の中に，最も火を使う場所である台所は入っておりません。

　私の知り合いの民生児童委員や福祉協力員の方，さらに独居世帯に緊急通報器を設置す

る業者の方からも，高齢者世帯を訪問した際に，台所で火をつけっぱなしにして，危うく

火事になるところだったという話をよく耳にします。

　このような状態では，高齢者世帯など，火の消し忘れが心配される世帯での火災の不安

は解消されないものと思います。本市としては，高齢者の方々がより安全に暮らせるよう

に台所への設置を指導し，さらには義務化していくべきと考えるのですが，いかがでしょ

うか。

　また，お隣の天童市などでは，独居老人宅に対して，市が全額負担で火災報知器を設置

しているそうです。本市でもぜひ，高齢者世帯に対し，全額とはいかずとも設置費の支援

をしていくべきだと思います。

　また，この火災報知器の設置義務化に向けて，通常値段の数倍の金額をとる，いわゆる

悪徳商法の話も耳にします。消防だけではなく，市民生活，福祉サイドからも，また，業

者の方々も巻き込んだ形で，その告知の徹底と支援策を検討すべきであると思うのですが，

いかがでしょうか。

　そして最後に，部局を越えた事業の展開についてお尋ねいたします。

　今年度から，経営計画の主要事業を効果的に連携させるためのソフト事業や，市民との

共同事業などを対象としたパワーアップ事業を行っています。大変いい試みだと思います。

　本市の単独予算で行っている事業と聞いておりますので，どうせならば，市民・企業・

行政の連携とともに，もっと庁内の部局を越えた，あるいは，部局間で連携した事業を創

意工夫し，重点課題以外にも積極的に行ってはどうかと思います。

　先ほど述べた独居老人宅への火災報知器の件を初め，経営計画の主要事業以外でも，さ

まざまな部局が一緒になって行った方が効率的な事業はたくさんあるはずです。また，さ

らに，このような部局を横断した事業を企画し，携わることによって職員の人材育成がよ

り図れるものと思います。

　最後に，先週の土曜日の朝に起こった岩手・宮城内陸地震でお亡くなりになった方々の

御冥福を心よりお祈り申し上げ，また，被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げて，私

の１回目の質問を終わります。

　ありがとうございました。

市長答弁



　おはようございます。

　菊地健太郎議員の御質問に答えさせていただきます。

　まず第１番目，中心市街地の活性化基本計画について，まず体制の強化ということでご

ざいます。中心市街地活性化基本計画につきましては，私ができるだけ早く，できれば昨

年度中に申請をし，できるだけ早く認可をもらいたいということも申し上げてまいりまし

た。菊地議員が御指摘のとおり，今回の申請に当たりまして，国との協議が，国と言いま

すと，内閣官房地域活性化統合事務局でございますが，そこと協議をしてまいりました。

残念ながら協議が整わず，受理ができない。したがいまして申請を見送ると。大変，私も

できるだけ早く認可を受けるべく努力してきたつもりでございますが，大変申し訳ないと

いうふうに思っています。

　この体制問題でございますが，これまでも決して商工課単独でやってきたわけではござ

いません。企画調整，都市計画，あるいは都市整備，そして，商工が中心になりまして，

これまで関係部課長会議等を何回も開きながら協議をしてまいりました。しかし今回，ま

だ不十分だということの御指摘を受け，まず内部的には副市長を中心にですね，もう少し

横断的に，これまでの部に総務，それから財政を加えまして，そして，従来の企画，都市

開発，商工観光，こうした関係部課がより一体的になって取り組むように指示をしたとこ

ろでございます。

　なお，対外的には，山形県，それから民間の開発予定の方々，そして，山形市と，この

三者が七日町の活性化拠点づくり協議会という組織を立ち上げまして，この三者が一体と

なって，中心市街地の活性化について協議をしていくと。こんな体制も取らさせていただ

いた次第でございます。これまでもいろんな，国との意見交換もしながらですね，さらに

中心商店街の活性化の基本計画について，ぜひ認可をもらえるように，今後とも邁進した

いというふうに考えております。

　それから，２番目の中心市街地活性化基本計画での山形らしさって一体なんだ，という

ふうな御質問でございます。

　これは，第７次総合計画でまちづくりの理念の中に，山形の自然，そして，城下町の風

情を今も残す歴史，文化の深さ，さらに県都として蓄積されてきた社会基盤，こうしたも

のが貴重な財産を山形らしさと位置づけております。こういった歴史的・文化的遺産，こ

れは中心市街地にはたくさんございます。山形の五堰，あるいは蔵，あるいは近代洋風建

築物，こういったものが山形らしさを代表する貴重な財産が集約されているというふうに

認識をしてございます。こうした中で，こういった山形らしさという素材はですね，出そ

ろっているというふうに私は認識をしてございます。ただ，これが点としての存在じゃな

くて，これがいかに有機的に結びつけることができるのか，これが勝負じゃないのかなと

いうふうに思っております。

　例えば，これまで計画の中には意識しなかった，例えば，エリアが限定的にしておりま



すが，エリア外にある，例えば山形城址，あるいは東大手門，あるいは教育資料館，こう

したものなんかもですね，一体的にこれを利用した中心部の回遊ができるようなですね，

いろんなコース，あるいは観光的な巡回，こうしたものもいろんな組み合わせができてい

くんじゃないのかな，というふうに思っております。いずれにしましても，これまでの協

議を踏まえながらですね，認定に向けて私も先頭に立ちながら，認定に向けて頑張ってい

きたいなというふうに思いますので，議員さん方の後押しも，私からも，なお，お願い申

し上げたいというふうに思います。

　それから，自転車通行のマナーの徹底でございますが，これにつきましては御承知のと

おり，道路交通法の改正によりまして，１３歳未満の児童，幼児，それから７０歳以上の

方，それから車道，または交通状況から見てやむを得ない場合，例えば，車道に自動車が

駐車していた，自転車が通過できない，こういった場合は歩道に乗り入れることができる

と。こんなことで，普通自転車通行可の標識がなくても歩道を通行することができるよう

になったということで，一部緩和になってきているんじゃないかなというふうに思ってお

ります。こういったものの機会を利用してですね，御指摘のとおり，交通マナー，自転車

の乗り方につきましては，これまでも交通安全教室等で指導しておりますが，警察の方と，

あるいは関係機関と一緒になってですね，このマナーについても，この道路交通法の改正

を期に周知方，そして，マナーの向上アップ，これについてぜひ，関係機関と連携しなが

ら努めてまいりたいなというふうに考えております。

　それから，自転車専用レーンの整備ということでの御提言でございますが，これは御承

知のとおり，昨年度，国交省と警察庁によりまして，山形市の中心市街地区が自転車通行

環境に関する整備のモデル地区に指定をされております。このモデル地区に指定をされた

ことによりまして，国道，県道，あるいは市道，それぞれの管理者が専用レーンをできる

だけ設置すると。すべてというのは無理でございますが，幅員の広い道路，歩道では，自

転車と歩行者を分離する整備をする，あるいは歩道の狭い道路では路肩部分をカラー舗装

して，そして，自転車通行帯とする整備をすると。こんな計画を持ってございます。

　山形市では，市道関係では駅の西口線，ここで既に広い歩道がございますので，西口線

について自転車と歩行者を分離するように，分離帯を設定をしてございます。今後とも，

この自転車専用のレーンの整備につきましては，さらにですね，国，県，それから我々も

一体となりながら整備をしていきたいなというふうに考えております。私も自転車を利用

することにつきましては，どんどん利用するようにですね，市民の方にも呼びかけていき

たいというふうに思っております。なお，このモデル地区による整備事業につきまして，

自転車専用レーンの整備事業につきましては，今回の中心市街地活性化基本計画の中で１

つの事業として盛り込んでおります。これも１つの有力な武器になっているんじゃないか

なというふうに理解をしてございます。

　それから，自転車に関連いたしまして，ベロタクシーについてということで，一部，ベ

ロタクシーを採用をしている自治体もございます。山形ではまだ，これが普及されており



ません。しかし，私はこれは新しい交通手段，あるいは環境面にも配慮した有効な交通手

段であろうというふうに思っております。ただ，これが御承知のとおり，広告の収益がベ

ースになっております。それによって，より安い料金を設定することができる。これがベ

ースになっておりますので，民間の力，あるいはＮＰＯの力，こういったものが，このベ

ロタクシーの経営に乗り出しているのが他市の状況でございます。山形市としても，こう

した動きが出てくることを期待しながらですね，それにつきまして，行政として積極的に

支援を検討していきたいなというふうに思っております。

　なお，道路交通法との関連がございますが，公安委員会の方に確認をいたしましたとこ

ろ，一般道の歩行につきましては，営業運行に当たっては，事前に協議をしてもらいたい

というふうな返事がございました。すぐＯＫというわけにはいかないと思いますが，公安

委員会との協議なんかもしていただいて，そして，より便利な，市民に愛されるような，

こうしたベロタクシーが山形でも見られるように私も期待をし，また，そうした動きがあ

れば支援をしてまいりたいというふうに考えております。

　それから，新しい工業団地についてでございますが，むしろ中山の工業団地の方に誘導

したらいいんじゃないかというふうな御提言でございます。今，山形市の産業団地，蔵王

の産業団地，それからアルカディアの状況でございますが，蔵王の産業団地では分譲率が

約９割，８９．４％，それからアルカディアでは８９．２％の分譲率でございます。まず，

これの未分譲について，企業誘致について，まずこれを最優先的に考えるのは当たり前の

話でございます。こうした作業を行いながら，私は山形市として，新しい工業団地は必要

であるというふうに考えております。もちろん，土地の値段，あるいは場所について，い

かに安価に，いかに交通の利便がいいか，今，その場所について，どういうふうに持って

いったらいいのか，これも今，現在調査中でございます。私は山形市としてやはり，新し

い工業団地は経営計画にものせているように，私は確保すべきであろうというふうに思っ

ております。

　なお，中山町との工業団地の関係でございますが，これは広域的な対応が必要な場合も

あると思います。企業誘致活動の中で広域的な対応が必要な場合もあると思いますので，

その場合は積極的に，広域的に対応していきたいというふうに考えております。なお，他

３市２町というのは，もちろん私は合併というものを前提にしてございますが，より連携

をして強めてまいりたいというふうに考えております。

　それから，スポーツ施設でございますが，県の陸上競技場をＪリーグの競技場としてと，

山形にもこういった競技場があればという声は私も認識をしてございます。しかし，具体

的にですね，Ｊリーグの競技場として整備をする基準といたしまして，これは前も言った

かと思いますが，１つは練習場が附帯されているということが第１点。それから，個別の

いす席で１万人以上の観客席が設置されているということが第２点。それから，８０人以

上収容可能な記者室，カメラマン室，あるいはインタビュールーム等が整備されているこ

と，あるいはスタンドの中央に来賓席，あるいは記者カメラマン席，テレビ中継席を確保



する。さまざまな条件がついているということは御承知かと思います。こうしたことを基

準に合致させていくというためには全面的な改修，そして，多額な経費が必要となってお

ります。ちょっとやそっとの金額ではできるものではございません。私は，現時点ではそ

ういった声がありますが，現時点では無理だというふうに私は考えております。なお，県

のあかねヶ丘陸上競技場につきましては，山形県の方では本年度から２カ年にかけまして，

第３種の公認陸上競技場として改修工事を行うという予定というふうに聞いております。

したがいまして，今後とも引き続き，山形県と連携を図りながら利用してまいりたいなと

いうふうに考えております。

　それから，入札の委託契約でございますが，これにつきまして私は，民間委託というの

は新行財政改革プランの中で民間の力を活用するというふうにうたい，実際に民間委託も

進めてまいりました。当然，私はこの中で，委託業務等の入札に当たりましては，これま

でもやってまいりましたが，市内に本店，または支店，あるいは営業所等の有無の状況を

十二分に考慮しながら，いわゆる地元の企業を育てるという観点で，これまでも業者選定

を行ってきたという認識をしているつもりでございます。今後とも可能な限り，市内の業

者を選定するように配慮していきたいというふうに考えております。ちなみに，委託関係

でございますが，現在の受注状況ですが，工事関係の委託では７０件の委託件数の中で，

市内業者を選定したというのは５２件，７４．３％，それから長期継続契約では３４５件

のうち２８８件，率にいたしまして８３．４％が市内の業者の受注状況になっております。

今後とも市内の業者さんを選定する，そのケースによりますが，できるだけ市内業者を選

定するように配慮していきたいというふうに考えております。

　それから，職員の能力評価，あるいは能力開発制度でございますが，まず，目指す職員

像を１７年４月に設定してございます。御承知と思いますが，山形の未来を見つめている

職員，あるいは山形が大好きな職員，あるいはいつもチャレンジしている職員，それから，

みんなから愛される職員，いつも健康な職員，こんな目指す職員像を掲げて，これまで業

務を遂行してまいりました。非常に抽象的なきらいはございますが，これは山形らしさが

ないんじゃないかという御指摘でございますが，こうした執務，我々が，市民サービスの

姿勢というものは，山形らしさというものはないんじゃないかなというふうに私は思って

おります。常に市民の目線に立った，こうした姿勢で，私は執務をする必要があるだろう

ということで，いろんな研修の場面，あるいは職員と話し合う機会，こうしたものは周知

をするように心がけております。今後とも，こうした目指す職員像を，我々が，職員がつ

くったわけでございますから，当然我々は，これを無意識になるくらいにですね，特に意

識しなくとも，常に無意識でこれが行動に出るようにですね，これは今後とも努力してま

いりたいなというふうに思っております。

　また，職員の能力評価，能力開発制度についてはどのように評価するのか。給料に反映

する，あるいはボーナスに反映するということについての御提言でございますが，現時点

ではですね，こうした能力評価制度，あるいは能力開発制度。これは昇任，あるいは配置



がえ，あるいは登用等に反映をさせております。しかし，直接的に現時点で給与へ反映し

ているということはございません。今後，どのような形が一番公正・公平で職員のモチベ

ーションが上がるのか，今後，給与面への反映については検討させていただきたいという

ふうに考えております。

　それから，火災報知器の設置の義務化でございますが，これは現時点で，２３年６月か

ら義務化なる火災報知器につきましては，寝室，あるいは階段分になるわけでございます

が，悉皆調査ではございませんが，昨年の秋の消防団の方々による見回りの調査の中では，

この火災警報器につきましては，まだ普及率が８．４％ぐらいであろうという推計をして

ございます。これにつきましては，今後とも啓蒙活動を行ってまいりたいというふうに思

っておりますが，何で寝室が義務化で，台所は義務化じゃないのかということは，これに

つきましては御承知かと思いますが，平成１５年の頃から全国的に火災による死者が１，

０００名を超えた。そして，特に特徴的なのは，就寝時における逃げ遅れが目立つと。こ

んなことで寝室，階段への設置が義務化されたというふうに認識をしてございます。台所

からの火災につきましては，比較的死者の発生には直接はつながってはいない。条例では，

あるいは法律でも努力規定にしてございます。しかし，これまでも寝室とともにですね，

設置をしていただけるようにこれまでも指導してまいりました。今後とも指導していきた

いというふうに考えております。

　それから，火災報知器への設置費の支援でございますが，これは，自治体によってはバ

ラバラでございます。これは今，消防本部の方でそれぞれ巡回しながらですね，啓蒙と設

置について説明をしておりますが，先ほど申し上げました，まだ普及率が８．４％の段階

でございます。これにつきましては，山形市としてどのような支援ができるのかですね，

すべきなのか，これは検討してまいりたい。高齢者の方々を対象とすべきだろうというふ

うに思っておりますが，どの程度の金額なのか，あるいは高齢者のどういった方を対象に

すべきなのかも含めてですね，この設置についての支援は検討してまいりたいというふう

に考えております。

　それから，部局を超えた事業の展開でございますが，今，１部，あるいは１課ででき得

るような事業というのは，本当に少ない状態でございます。すべての事業が何らかの形で

複数課，複数部にまたがってやらなくちゃならない。こんなのが実情でございまして，１

つは部局間の連携につきましては，いろんな事業がございますが，大体各部ごとにまたが

っているのが実情でございます。あるいはむしろ，積極的に他の部とかかわり合いを持ち

ながら，より有効的な施策を立案していくと。これは非常に重要だろうというふうに思っ

ております。これまでもそうした職員の評価につきましては，これまで勤務実績報告書，

あるいは所属長の内申，あるいは自己申告書等で我々は評価をさせていただいております。

登用，あるいは承認，あるいは配置決定の際に十二分にこれまでも配慮してきたし，今後

ともこの登用，あるいは承認につきましては，これまで以上に配慮していきたい。特に１

つの枠にとらわれない，いろんなかかわりの中で，内部だけじゃなくて，地域との連携，



こういったものも絶えず視野を入れながらですね，こうした職員が育っていくように，私

も今後，努めてまいりたいなというふうに思っております。

　私からの回答は以上でございます。

菊地健太郎　再質問

ありがとうございます。大変，いつもながら丁寧な御答弁をいただきまして，再質問の時

間も余りなくなりましたが，数点再質問させていただきたいと思います。

　まず初めに，中心市街地活性化基本計画策定に向けたその体制でございますが，市長も

「私も先頭に立って」という非常に心強いお言葉をいただきました。また，副市長を中心

にして，より一体となってということでございますが，ぜひですね，よその都市ではほと

んどこの中心市街地活性化基本計画策定に向けた，その策定室というような庁内の組織を

つくっておるところが大多数でございます。今回はそういった組織をつくれませんが，そ

ういった組織をつくるんだというつもりでですね，ぜひ，それぞれの知恵を出し合って，

９月になるか，１０月になるか，その辺の秋の申請の際には必ず受理されるような内容に

仕上げていただければと思います。

　それとですね，山形らしさに関しては，７次総の中の説明文をお読みいただいたと私は

思います。私の質問の趣旨は，簡潔に一言で，市長のお言葉として，山形らしさとはこれ

ですと，こういうことだということが聞きたかったという質問の趣旨でございますので，

もう一度この辺簡潔に御説明いただければと思います。

　それとですね，自転車専用レーンに関してでございますが，実際これ，七日町でも七日

町商店街青年会が中心となって研究会やっておりますが，そちらの方でもいろいろ実験事

業として，例えば，自転車専用レーンにコーンを立てるとかですね，そういった計画もし

ておったんですが，例の暫定税率問題で，一たん国交省さんの予算が棚上げ状態になって，

そこから進まないという状態でございます。ぜひ，山形市の方からも後押ししていただい

て，中心街だけではなくてですね，中心街にアクセスするその辺のアクセスも考えて，さ

らには先ほどの質問でも申し述べましたが，やはりそういった歴史建造物とか，名所旧跡

を市長の答弁のとおり回遊できるような，そういうサイクリングルートといいますか，自

転車で通行しやすい，そういう道路網をつくっていただければと思います。

　そして，ベロタクシーに関してでございますけれども，市長の御答弁の中では，そうい

ったベロタクシーをやっているところもあるということでございますが，実は４７都道府

県の中で３３都道府県で，このベロタクシー営業を許可されております。残すところは山

形県を含めて１４県だけということでございますので，ぜひこちらの方も，民間，そして，

ＮＰＯの動きを期待するということでございますが，やはり，市の方からもそういったこ

とが導入できるように開発公社なども含めてでございますが，その辺，ぜひ積極的に支援

していただければと思います。



　次に，新工業団地についてでございますが，こちらはですね，どうもやはり，山形市が

県内で工業出荷額第４位だということが頭にあるのか，今さらそうやってよその土地と競

争するという時代ではございません。ぜひ，中山町も含めてですね，広域的に考えていた

だければと思います。ちなみに，仮に中山町に大きな工場が全部埋まれば，今，あまり分

譲化率も高くないといいますか，あまり売れていない嶋地区がそのベッドタウンになる可

能性もあるのではないかということで，もっと広い広域的な目で考えていただければなど

と思います。

　次に，あかねヶ丘陸上競技場でございますが，多額の費用がかかるので無理だと。果た

して，その多額というのは一体どれぐらいの金額を指して多額といっているのか，もう一

度お答えいただければと思います。

　そして，行財政改革についてでございますけれども，こちらの方もなるべくそういった

姿勢でですね，山形市内の業者，あるいは関係する山形市内に事務所を構えている，そう

いった業者さんを引き続き使っていただければと思います。ただ，この行財政改革につい

てでございますけれども，今，全国的にすべて官から民へということで，民間の力をとい

うそういう流れの中で，どうも自治体の業務が民間委託するということがブームのように

広がっているような状態でございます。確かに，行政のコストは削減される，しかも市民

からは逆に今までよりサービスがいいと。そんな評判をとっている自治体も結構あるよう

でございますが，どうも何か見過ごしていないのかという気持ちもございます。今，実際

この行政サービスを民間に委託する，いわゆるパブリックサポートサービスというのは，

２００７年度で４兆６，０００億円の産業になっております。今後５年間の間で５兆数千

億まで広がるだろうと見込まれております。ただ，まず受託先のですね，民間企業がその

コスト意識の余りに手抜きにならないのかという危惧がございます。

　実は，北海道北見市で水道関係を民間に委託したところ，実は濁った水が浄水場へ入り，

そして，全市断水に陥ったということなどもございます。また，２つ目にはですね，自治

体自身の業務遂行能力やノウハウが低下するのではないか，すべて民間に委託することに

よって職員自身のですね，能力の低下につながらないのかという危惧がございます。そし

て３番目，委託する業務を仮に民間に委託したとしてもですね，それが要はそれでも行政

からお金は出ているわけであります。コストは削減されたといって喜んでいていいのかと。

本来，その業務自体が行政サービスとして必要なのかという，そういう議論をまず行うべ

きかと思います。いずれにしましても，いわゆる会社でいうところの経営資源，人・物・

金という３つの経営資源の中で，その人というのがやはり一番の資源だと思いますので，

引き続き職員の資質向上，これこそが行財政改革の最大のものであるということを認識し

ていただいて，行財政改革について進めていただければと思います。

　一般住宅に関してでございますけれど，時間がきましたので，大変申し訳ございません

が，以上の点について簡単に御答弁いただければと思います。



市長再答弁

　山形らしさを一言でと。これ，大変難しい質問と思っております。しかし，一言になる

かどうかわかりませんが，私は県都としてこれまで蓄積された財産，これをですね，いか

に表現するかは別ですが，先人達が残してくれた財産，これが私は山形らしさの大きなベ

ースになっていくだろうというふうに思っております。

　直接的な答えを求められたのは，Ｊリーグのサッカー，いくらなのかということの御質

問でございますが，これは正確に，はじいておりません。多額なというのは，これは全く，

誤解を与えて申し訳ないですが，多分，これもきのう経営会議でちょっと論議したんです

が，数十億円規模であろうと。ただし，これはあくまでも積算したわけでございませんが，

これは後ほど積算もしてみる必要があるというふうに思っておりますが，現時点ではおお

よそ数十億円という表現にとどまらせていただきたいというふうに思っております。

　それから，最後の民間委託でございますが，これは私は一番民間委託について考えると

いうのは，やはり市民サービス，これがですね，市民サービスが低下しない，こうした観

点がまず一番ベースにあるべきであろうと。市民サービスが低下すれば，これは意味がご

ざいません。これがベースで，そして，いかに節減するか。こんな考え方で，今後ともや

ってまいりたいというふうに考えております。以上でございます。

菊地健太郎再々質問

　ありがとうございました。先人の財産ということは，恐らく自然も含むととらせていた

だきます。そして，ぜひＪリーグ招致に向けて積算していただければと思います。

　最後に，６月８日，日曜日に秋葉原で大変痛ましい連続殺傷事件がありましたが，最近，

本当に次々と目を覆いたくなるような事件が，次々起こります。

　実は大変悲しいアンケート結果がございまして，今年度の新成人を対象としまして，日

本の将来についてどう思うかという質問に対して，明るい，どちらかといえば明るいと答

えたのは９．１％，悪い，どちらかといえば悪いと答えた人は４７．３％。本当に悲しい

結果でございますが，加えて言うなら，わからない，知らないという無関心の方が４３．

６％となっております。

　これは新成人に限ったことではないかと思われます。本当に今，大多数の人間が日本の

将来に不安を覚えているのではないかと思います。この不安というのは，言いかえれば，

一人一人が未来が見えない，未来を描けないということかと思います。

　今，本当に行政に必要な役割というのは，未来のその地域，そして，未来の国の形を示

すことだと思います。進むべきを示し，そして導けば，おのずと新たな生活や生産活動，

そして，構造が生み出されることと思います。市長におかれましては，より効率的，効果



的な行政運営に努めるということにとどまらず，未来の山形を示していただき，導いてい

ただきますようお願い申し上げまして，私の質問を終わらせていただきます。


